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 ▲関住協福井理事長が開会宣言  ▲髙島福岡市長 ▲生嶋福岡県副知事 ▲吉田国土交通省不動産・建設経済局次長

 ▲毛利住宅金融支援機構理事長  ▲花沢副会長が政策提言  ▲叙勲・褒章・国土交通大臣表彰受章者

 ▲九住協原田副理事長が大会決議  ▲末光氏が記念講演 ▲東住協南副理事長が閉会宣言

式　典 ・ 記 念 講 演

 ▲懇親会  ▲九住協坂口副理事長が懇親会中締め

懇　　親　　会

 ▲加藤福岡県宅地建物取引業協会会長 ▲光山福岡市副市長  ▲九住協金子副理事長による乾杯 ▲九住協中島副理事長が開会挨拶

第51回全国大会
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宅地建物取引士法定講習（ＷＥＢ講習）について
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、宅地建物取引士に対する法定講習について、特例
措置として教材を交付した自宅学習及び効果測定による講習を実施してまいりましたが、国土
交通省からの通知「宅地建物取引士に対する法定講習に関する取扱いについて」を受けて、ＷＥＢを
使用した講習（ＷＥＢ上で講習動画視聴及び確認テスト受検）を実施しております。なお、当協会
では座学講習は行いませんのでご注意ください。

１．受講期間
　講習日（新取引士証の交付日）を期限として
14日間

２．講習修了要件
　受講期間内に以下の（1）及び（2）を満たした
方は修了となります。
（1） 講習動画（５時間40分程度）の視聴完了
（2） 確認テストの合格
※全30問（〇×方式）のうち７割（21問）以上
正答で合格（合格するまで再受検可）

３．受講の流れ

４．申込要件
（1） メールアドレスをお持ちの方
　受講ページに初回ログインする際にメール
アドレスの登録が必要となります。講習動画
の視聴完了及び確認テストを合格した方に
は、受講期間終了後、登録いただいたメール
アドレスに講習を修了した旨のメールを
送付いたします。メールアドレスを持って
いない方は受講できませんのでご注意くだ
さい。

（2） ＰＣ環境が以下①～⑤のシステム動作環境
に対応している方

①ＯＳ
　Windows8.1／Windows10
②ブラウザ
　Chromium版Edge／Google Chrome／
　Mozilla Firefox
③ブラウザ設定
cookieの使用許可／ActiveXコントロール
の使用許可／JavaScriptの使用許可

④画面解像度
　1024×768 High Color（16bit）以上
⑤ネットワーク速度
　１Mbps以上

５．問合せ
　　（一社）全国住宅産業協会　事務局
　　03－3511－0611

① 受講申込（郵送／来所）

② テキスト・ＩＤ・パスワードの受取

③ 法定講習受講サイトにログイン

④ 講習動画視聴（５時間40分程度）

⑤ 確認テスト受検（制限時間30分）

⑥ 旧取引士証を全住協へ郵送

⑦ 新取引士証の受取（講習日以降）

宅地建物取引士法定講習（ＷＥＢ講習）実施概要

宅地建物取引士法定講習
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１．新取引士証交付日
　　令和５年３月３日（金）

２．受講期間
　　令和５年２月18日（土）～３月３日（金）

３．受講対象者
　　東京・埼玉・千葉・神奈川・静岡の各都県
に登録済みで、新たに取引士証の交付を希望
する方及び有効期限が平成35年３月３日から
平成35年９月２日までの取引士証をお持ちで
更新を希望する方。
　※有効期限の６か月前から受講できます。

４．申込受付締切
　　令和５年２月１日（水）

５．申込方法
　郵送（現金書留）又は来所
※必要書類など、申込方法の詳細については
下記ＵＲＬをご参照ください。
https://www.zenjukyo.jp/archives/class/
application_common.pdf
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
郵送（現金書留）での申込みを推奨しており
ます。来所での手続きを希望される場合は、
必ずお電話（03−3511−0611）の上お越し
くださいますようお願いいたします。

６．注意事項
（1） 確認テスト合格後、「修了」の表示になって
いることを必ずご確認ください
　受講期間内に講習動画視聴完了及び確認
テストに合格すると、受講ページに「修了」
と表示されます。表示されない場合、講習
修了となっていない可能性がございますの
で必ずご確認ください。

（2） 取引士証がお手元にない期間が生じます
　新取引士証は、交付日以降の送付となり
ます。講習修了及び旧取引士証の到着を
確認できた方から新取引士証を郵送いたし
ます。旧取引士証を発送いただいてから新
取引士証がお手元に到着するまで、取引士
証がお手元にない期間が生じますのでご
注意ください。
※早期に講習修了及び旧取引士証を郵送
していただいても、新取引士証の郵送は
交付日以降となります。

※新規又は返納済みの方は確認テストの
合格を当協会で確認後、交付日以降に新
取引士証を送付いたします。

７．その他
　取引士資格を登録した時、又は前回更新時
から現在までに登録事項「住所・氏名・本籍・
勤務先（業務に従事する宅地建物取引業者）」
に変更がある方は、登録している都県に変更
登録申請の手続きをしてください。

令和４年度 第５回宅地建物取引士法定講習のご案内

実施スケジュール

宅地建物取引士法定講習
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周知依頼

こどもエコすまい支援事業の創設について
　こどもエコすまい支援事業（以下、「本事業」という。）は、高い省エネ性能（ZEHレベル）を有する
住宅の新築や、一定の要件を満たすリフォームを行う場合に所定の補助金を交付するものです。
本事業の交付申請は事業者（施工業者、分譲事業者等）が行い、全額を住宅所有者に還元するもの
とします。今後公募に基づき本事業の事務局を選定したのち、令和５年３月頃から申請受付を開始
する予定です。

１．制度の目的
　エネルギー価格高騰の影響を受けやすい
子育て世帯・若者夫婦世帯※による高い省エネ
性能（ZEHレベル）を有する新築住宅の取得
や、住宅の省エネ改修等に対して支援すること
により、子育て世帯・若者夫婦世帯等による
省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボン
ニュートラルの実現を図る。
※子育て世帯：18歳未満の子を有する世帯
※若者夫婦世帯：夫婦のいずれかが39歳以下
の世帯（年齢はいずれも令和４年４月１日
時点）

２．補助対象
　高い省エネ性能を有する住宅の新築、一定の
リフォームが対象（事業者が申請）
（1） 子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の
新築
①対象住宅
ZEH住宅（強化外皮基準かつ再エネを
除く一次エネルギー消費量▲20％に適合
するもの）
②補助額
100万円／戸

（2） 住宅のリフォーム
①対象工事
○住宅の省エネ改修
○住宅の子育て対応改修、バリアフリー
改修、空気清浄機能・換気機能付きエア
コン設置工事等（住宅の省エネ改修の
工事を行った場合に限る。）

②補助額
リフォーム工事内容に応じて定める額

上限30万円／戸
※子育て世帯・若者夫婦世帯は、上限45万円
/戸（既存住宅購入を伴う場合は60万円/戸）

※安心Ｒ住宅の購入を伴う場合は、上限45万
円/戸

３．本事業の補助対象となる新築・リフォーム
工事の着工日について
（1） 本事業では、令和４年11月８日以降に契約
を締結し、原則として、事業者登録の申請
日以降に着工した住宅の新築・リフォーム
工事が補助対象となります。

（2） 令和３年度補正予算に基づき創設された
「こどもみらい住宅支援事業」の登録事業者
が補助申請を行う住宅の新築・リフォーム
工事については、令和４年11月８日以降に
契約を締結し、「本事業の事務局開設日（令和
４年12月中旬を予定）（開設日以降にこども
みらい住宅支援事業に登録申請した場合は、
その申請日）」以降に着工したものが補助対象
となります。

４．経済産業省及び環境省が行う事業との連携
　本事業は、令和４年度補正予算に盛り込
まれた「高効率給湯器導入促進による家庭部門
の省エネルギー推進事業費補助金」（経済産業
省）及び住宅の断熱性能向上のための先進的
設備導入促進事業等（経済産業省・環境省）と
のワンストップ対応を予定しています。

●こどもエコすまい支援事業
［ＵＲＬ］
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/
jutakukentiku_house_tk4_000215.html
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優良事業表彰受賞プロジェクト紹介
　第12回優良事業表彰受賞プロジェクトを順次
ご紹介いたします。

［事業コンセプト］
　近年、ゲリラ豪
雨や台風などの自
然災害が頻発して
おり、都市部のマ
ンションでも水害
により建物・設備
の被害、生活への
支障が起き、水害
が身近に起きるも
のと認識されまし
た。国も令和元年

東日本台風を機に「建築物における電気設備の
浸水対策ガイドライン」を発表するなど、マン
ションへの水害対策の取組が進められています。
そうした中で、本マンションを計画するに当たり
水害から建物と入居者を守り、さらに入居者の
生活を守ることを目的に水害対策マンションを
企画。建物のハード面とソフト面で対策を施し、
水害発生前から水害発生後の対応までをパッ
ケージ化することに取り組みました。「建物
のハード面」は設計地盤面プラス１ｍを水防
ラインと定め、エントランス・管理室・エレベー
ターなどマンション共用部の一部を「水害対策
エリア」として、止水版、止水扉を設置し、水害
からこのエリアを守り、マンションの機能維持を
目指しました。さらに、電気・インターネット
・水道などのライフラインを水害から守るため、
ライフライン重要設備を水防ラインより高い
位置に配置することにより、水没から守り、入居
者の生活維持を目指しました。「ソフト面」では、
在宅避難を想定した３日間分の備蓄品完備など
様々な部分を強化し、災害からの入居者の安全
確保と災害設備有効利用を目指しました。

［商品企画］
　外壁は打放しと柱の一部にファインＦＲ工法を
採用しました。鋼鈑調に見える特殊塗装がアク
セントになっています。特に注力したのが、前面
道路に面した正面のファサードです。プラン上、
屋外避難階段が正面にきてしまうため、階段
を水平にすることでファサードを整え、重厚感
のあるデザインとしました。また、９階部分には
ルーフガーデンを設け、入居者は自由に出入り
をすることが可能となっています。ルーフガー
デンからは、周辺の自然豊かな景観を望むこと
ができ、スカイツリーや、夏には隅田川花火大会
を見ることができます。専有部の間取りは25㎡
台で全室１DKと２Kのプランを採用。25㎡でも
間仕切ることでベッドルームなどプライバシー
を守りながら、ライフスタイルに合わせた居住
空間の調整が可能なプランとしました。また２人
入居も可能なプランのため、追い炊き機能も
全住戸に設置し入居率のアップを図りました。

［事業成果］
　「防災マンション」ということで竣工後に幾つか
取材を受けさせていただきました。こういった
ことからも今「防災」に対するニーズが高まって
いることがうかがえます。本マンションだけで
はなく、自社管理物件にはハザードマップなど
に基づき、土嚢・非常用空気電池の設置、防災
備蓄倉庫の整備などの対策を行っております。
また、物件の計画時から想定被害予測に基づいた
プランニングなどを行っています。投資マン
ションという、オーナーと入居者が異なる形態
で費用を抑えつつ水害対策に効果的な設計、防災
対策設備の無人対応化などが実現できた事業と
なったと自負しています。

［規模概要］
住　　所　東京都江東区大島１－５－９
敷地面積　694.94㎡
延床面積　2,554.82㎡
住戸面積　25.74～25.89㎡
構造規模　RC造地上10階建
住戸総数　79戸

優良事業賞
中高層分譲住宅部門（ワンルーム）

SYFORME SUMIYOSHI
（㈱シーラ）
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不動産後見アドバイザー向け「フォローアップ研修」を開催
　組織委員会では、「後見制度と住宅・不動産」に
ついて、東京大学教育学研究科生涯学習論研究室
と共同研究を行っているが、11月17日、不動産
後見アドバイザー向け「第６回フォローアップ
研修」をZoomによるオンラインで開催、その後、
録画による動画配信を実施した。
　今回のテーマは、受講者のアンケート結果から
要望の多かった「相続」に沿った「相続と後見
制度の関連性～相続放棄を中心に」、講師は司法
書士いちはら法務事務所の亀井慶仁氏。
　研修の冒頭、相続に関する概要、相続放棄の
方法及び動機等についての説明の後、実際の
相談事例を基にして、「熟慮期間」の概略や期間
開始の考え方、熟慮期間が経過している場合の
対応等についての解説があった。
　事例の中には、相続放棄が２回必要となった
ケースや、相続放棄と単純承認を併用したケース

のほか、遺産分割後の相続登記が放置されている
ケース等、空き家問題に密接に関連しているもの
も多く、最後に「単純承認に該当する事由が
ないか」等、３つのポイントを整理した内容の
濃い研修となった。
　今後もアンケート結果等から受講者のニーズ
に沿ったテーマでの研修を予定している。

▲「フォローアップ研修」　　（右）講師：亀井氏

トピックス

周知依頼
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業務日誌

10月21日（金）・盛土規制法（概要）説明会を開催。（オンライン）
11月９日（水）・福岡地区見学会を開催。（～10日）

10日（木）・第51回全国大会式典・記念講演会・理事会・懇親会を開催。（ホテルオークラ福岡）
15日（火）・竹中宣雄氏「旭日重光章」受章を祝う会に馬場会長が出席。（ザ・キャピトルホテル東急）

・不動産流通セミナー（兼全住協安心Ｒ住宅制度研修）を開催。（主婦会館＋オンライン）
17日（木）・不動産後見アドバイザー「フォローアップ研修」を開催。（オンライン）
18日（金）・第17回耐震化実践アプローチセミナーを開催。（～令和５年１月17日、オンデマンド配信）

・不動産流通セミナー（兼全住協安心Ｒ住宅制度研修）を開催。（主婦会館＋オンライン）

住所変更
会 社 名　ＡＰＡＭＡＮ㈱
新 住 所　�〒100－8285 東京都千代田区丸の内

１－８－１　丸の内トラストタワー
Ｎ館19Ｆ

新ＴＥＬ　0570－058－889

会 社 名　㈱シティインデックス
新 住 所　�〒151－0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷

３－16－５　北参道GATE７Ｆ
Ｔ Ｅ Ｌ　03－6712－6712（従来どおり）
Ｆ Ａ Ｘ　03－6712－6713（従来どおり）

会 社 名　ｉＹｅｌｌ㈱
新 住 所　�〒150－0043 東京都渋谷区道玄坂１

－16－３　渋谷センタープレイス５
Ｆ

Ｔ Ｅ Ｌ　03－6455－1005（従来どおり）
Ｆ Ａ Ｘ　03－6455－1004（従来どおり）

会 社 名　㈱ファイブスターズ
新 住 所　�〒154－0011 東京都世田谷区上馬２

－25－４　フレックス三軒茶屋３Ｆ
Ｔ Ｅ Ｌ　03－3424－5575（従来どおり）
Ｆ Ａ Ｘ　03－3424－5576（従来どおり）

社名変更
旧 社 名　㈱アーキテクトディベロッパー
新 社 名　㈱アーキテクト・ディベロッパー

旧 社 名　㈱タカラレーベン
新 社 名　ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス㈱

代表者変更
会 社 名　㈱グローバル・エルシード
新代表者　岡田　圭司

会 社 名　㈱ファーストブラザーズ
新代表者　佐藤　俊行

会 社 名　㈱毎日コムネット
新代表者　小野田　博幸

協会だより

令和４年秋の叙勲の当協会関係の受章者は
次のとおりです。

◇新井精一 氏　旭日双光章
　千広建設㈱代表取締役
　当協会理事
　北信越住宅産業協会理事長

秋 の 叙 勲




